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交通事故のない安全安心なまちの実現をめざして 

 

 

 

 

八王子市は、昭和５８年８月に「交通安全都市」を宣言しました。

この都市宣言は人命最優先を基本理念とし、交通環境を整えると

ともに、市民一人ひとりが交通安全思想の高揚を図り、交通災害

のない安全なまちづくりに取り組むことを決意したものです。 

市内の交通事故は、平成１２年をピークに減少を続けています。

これは、長年にわたり関係機関・団体はもとより、市民一人ひとりが

交通安全に積極的に取り組んできた成果でもあります。 

しかしながら、いまだに年間２千人もの方が交通事故で死傷しています。特に、高齢者の

関与する交通事故や自転車利用者の交通ルール、マナーは社会問題となっています。交

通安全対策は、安全で安心なまちづくりのため、行政と市民が一体となってさらに取り組ま

なければならない重要な課題です。 

そこで、市内における交通安全を総合的・計画的に推進するため、八王子市交通安全対

策協議会の皆様にご協力をいただき、「第 10 次八王子市交通安全計画」を策定いたしまし

た。重点的に取り組むべき課題を、「子どもと高齢者の交通安全の確保」、「自転車の安全利

用の推進」、「二輪車の安全対策の推進」、「飲酒運転の根絶」として、各課題に対応した交

通安全対策を着実に実施することにより交通事故ゼロをめざしてまいります。 

本計画の実施に当たりましては、関係機関、団体が、それぞれの役割を十分に果たし、ま

た、市民の皆様にも計画推進の担い手として、交通安全に対する強い意識と行動をしていた

だきたく、深いご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

平成２９年３月 

  八王子市長   

 

 

 

たか ゆき 



交通安全都市宣言  

 

八王子市民は明るく平穏な生活を願っています。交通事

故はこの願いをむなしいものにするとともに、多くの悲惨

な犠牲者を生み出しています。 

交通事故の恐ろしさは誰もが知っています。この悲しみ

と不幸をもたらす交通事故を八王子市から追放するため、

今こそすべての市民が立ち上がるときです。 

交通安全対策の基本は、交通環境を整えるとともに、市

民一人一人が交通安全思想を高めることにあります。 

人命最優先を基本理念として、安全な街づくりに真剣に

取り組む決意を新たにし、交通事故ゼロへの願いをこめて、

八王子市を「交通安全都市」とすることを宣言します。 

 

昭和５８年８月６日  

 

八 王 子 市  
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第１部  総 論 

  

交通安全計画策定の考え方 

道路交通事故の現状 

第 10次八王子市交通安全計画の目標 

重点課題及び施策の方向性 

第１章 

第２章 

第 3章 

第 4章 



 



1 

 

 

 

 

八王子市は、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちをつくるため、八王

子市交通安全対策協議会とともに、交通安全対策基本法に基づき、昭和 46 年

（1971 年）以降、９次にわたり「八王子市交通安全計画」を作成し、八王子市、

警察署及び関係機関・団体等が一体となって、各種の施策を実施してきました。 

第９次八王子市交通安全計画（以下、文中において、「第９次計画」といいます。）

の計画期間中、市内の交通事故死者数、件数とも減少し、平成 27 年には、死者

数は最少の 3 人、事故件数も最少の 1,660 件となり、第９次計画の目標である、

「平成 27 年までに、年間の道路交通事故 24 時間死者数を 8 人以下とする」こ

とについては、達成することができました。しかし、交通事故は依然として市

民の安全で安心な生活を一瞬にして奪い去るものであり、更なる減少、交通事

故ゼロをめざす必要があります。 

第９次計画は、平成 27 年度で終了することから、八王子市は、市内の交通安

全対策を総合的かつ計画的に推進し、市内の交通安全の更なる向上を図るため、

第 10 次八王子市交通安全計画（以下、文中において、「本計画」といいます。）

を策定します。 

本計画は、人優先、人命尊重の理念に立ち、交通事故による死傷者をゼロに

近付け、究極的には、交通事故のない安全安心な八王子市の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｢八王子ビジョン 2022」の下位計画として位置付けられるものです。 

第１章 交通安全計画策定の考え方   

１ 計画策定の主旨 

２ 計画の位置付け 
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・ 交通安全対策基本法第 26 条に基づき、国や東京都の第 10次交通安全計画と

整合を図りつつ、関係行政機関などの意見を聴き策定するものです。 

 

・ 八王子市内における道路交通の安全に関する施策を体系的に明らかにし、総

合的かつ効果的に推進するためのものです。 

 

・ 八王子市及び市域を管轄する国、東京都、警察、消防などの行政機関および

公共交通機関、地域住民が一体となって実施するもので、国や都の施策及び

民間の協力による事項も含まれます。 

 

 

 

 

本計画の期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの５か年です。 

 

 

 

 

八王子市、八王子・高尾・南大沢各警察署及び関係機関は、今後も八王子市

交通安全計画に基づき、一体となって、各種の交通事故防止対策をはじめ、違

法駐車や放置自転車対策など様々な交通安全に関する施策を着実に実施してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

４ 計画の推進 
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第９次計画では、「平成 27 年までに、年間の道路交通事故 24 時間死者*

数が 8 人以下、負傷者を減少させること」を目標とし、交通安全対策を実施

してきました。 

交通事故発生件数及び負傷者数は、ピークの平成 12 年の 4,496 件、5,230 人

から減少傾向にあり、平成 27 年には、1,660 件、1,902 人と、約１/３となりま

した。 

死者数については、平成 1４年に 25 人と前年の 12 人から激増しましたが、

その後、年によっては一時的な増加はあるものの、概ね減少傾向にあり、平成

27年には 3人と最少となりました。過去 10 年の平均値は 8.8 人となっており、

第９次計画の期間の平均は、6.4 人となっています。 

第９次計画の目標である「平成 27 年までに、年間の道路交通事故 24 時間死

者数が 8 人を下回ること」については、達成することができましたが、市民の

安全で安心な暮らしを一瞬にして奪う交通事故の更なる減少には、道路交通環

境の整備や飲酒運転などの不法行為に対する罰則や取締りの強化を始めとした

行政機関、関係団体等によるハード・ソフト両面からの総合的な対策が更に必

要です。 

＊「24 時間死者」とは、交通事故発生から 24 時間以内に死亡した者をいう。

本計画においては、特に明記がない限り、死者数とは 24 時間死者数を指す。 

 

 

 

 

(1) 道路総延長 

市内の道路総延長は、平成 17年の 1,340km から 146km、11％増加し、平成 27

年に 1,486km となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 道路交通事故の現状   

１ 第９次八王子市交通安全計画の成果 

推進 

交通情勢等 

推進 

２ 

17年 27年 増減
路線数(本） 3 3 0
総延長(km) 33,293 41,300 8,007
平均幅員(m) 16.98 18.26 1.28
路線数(本） 25 24 △ 1
総延長(km) 134,292 139,290 4,998
平均幅員(m) 14.33 15.64 1.31
路線数(本） 5,086 5,801 715
総延長(km) 1,172,968 1,306,312 133,344
平均幅員(m) 6.60 7.02 0.42
路線数(本） 5,114 5,828 714
総延長(km) 1,340,553 1,486,902 146,349
平均幅員(m) 7.63 8.14 0.51
(注)国道は、高速自動車国道を含まない。

国道

都道

市道

計

区分

道路の状況 

(「統計八王子」より作成) 
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(３)自動車保有台数 

自動車保有台数は、平成 17 年の 30 万 7 千台から、平成 27 年には、30 万 8

千台となっています。車種別にみると、二輪車は、原動機付自転車（50cc）は 1

万 1 千台減少しましたが、それ以上の大型二輪車は 4 千台の増加、自動車（乗

用車・貨物車）は 1 万 1 千台減少しましたが、軽自動車は 1 万 9 千台の増加と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(「統計八王子」より作成 ) 

(４) 法令改正等の状況 

道路交通法及び関係政令については、平成 24 年４月から運転経歴証明書等に

関する規定、平成 25 年 12 月から無免許運転の罰則等に関する規定、平成 26

年６月から一定の病気等に関する規定、平成 27 年６月から危険行為を繰り返し

た場合の自転車運転者講習等に関する規定が施行され、同月に臨時認知機能検

査に関する規定が公布されるなど、改正が行われています。 

また、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」（平

成 25 年 11 月 27 日法律第 86 号）が平成 26 年５月から施行され、危険運転致

死傷罪等に係る規定の整備が行われています。 

さらに、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」（平成 25 年

３月 29 日条例第 14 号）が平成 25 年７月から施行され、自転車利用者が守る

べき事項や、行政、事業者、家庭など関係者の役割を明らかにし、社会全体で

自転車の安全で適正な利用を促進することとされました。 

(２)運転免許保有人口 

市内の人口は、平成 17 年の 53 万 5

千人から 2 万 8 千人、5.2％増加し、平

成 27 年には 56 万 3 千人となっていま

す。また、運転免許保有人口は、平成

17 年の 32 万 9 千人から２万人、6.1％

増加し、平成 27 年には 34 万 9 千人と

なっています。 
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(「統計八王子」、警視庁「交通年鑑」より作成) 

自動車保有台数 

17年 27年 増減
自動車（乗用車） 164,704 155,244 △ 9,460

自動車（貨物車） 25,111 23,286 △ 1,825

軽自動車 48,831 67,906 19,075

二輪車（50cc以上） 23,808 28,179 4,371

二輪車（原付50cc） 43,663 32,159 △ 11,504

小型特殊他 870 1,701 831

合計 306,987 308,475 1,488

項目
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(1）交通事故の推移 

ア 交通事故発生件数 

八王子市内の交通事故発生件数は、平成 12年の 4,496 件をピークに、一

時、微増した年もありましたが減少傾向にあります。平成 17年から 10 年間

では、3,954 件から 1,660 件と 2,294 件、58％の減少となっています。また、

第 9次計画期間の 5年間においても、2,500件から 1,660件と 840件、33％

の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年齢別交通事故死傷者数 

   交通事故による死傷者数は、ここ 5 年間で、968 人、33.7％減少しま

した。しかし、年齢層別の推移では、高齢者は 13.1％、40 歳代は 22.9％

と減少割合が低い年齢層となっています。 

 また、10 年間の交通事故死者 88 人のうち 39 人が高齢者で、約 44％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 道路交通事故の状況 

推進 

年
項 目
発生件数（件） 4,496 3,954 2,500 1,660
死 者 数 (人） 14 16 10 3
重傷者数（人） 135 89 37 6
軽傷者数 (人） 5,095 4,386 2,826 1,896
死傷者数計（人） 5,244 4,491 2,873 1,905
市人口(人） ※1月1日現在 514,741 534,978 551,901 562,572

 27 年12年 17年  22 年

交通事故発生件数 

(警視庁交通部「東京の交通事故」、「統計八王子」より作成) 

年齢別交通事故死傷者数 

(警視庁交通部「東京の交通事故」より作成) 
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（2）交通事故の特徴 

  ア 高齢者の交通事故 

市内の交通事故件数が減少するなかで、高齢者の交通事故件数は、減少

率が低くなっています。そのため、相対的に事故全体に占める割合が高く

なっています。 

65 歳以上の高齢者の人口は、平成 27 年には約 14 万 3 千人（24.3％）でし

たが、増加傾向にあり、平成 32年には、約 15 万 5 千人（26.3％）になると予

想されています。高齢者の増加する中で、より一層の交通事故防止対策が

必要です。 
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ウ 当事者別死傷者数 

5 年間の当事者別交通事故死傷者数は、乗用車が 4,704 人、41.７％、自転

車が 2,443 人、21.７％、二輪車が 1,812 人、16.1％となっています。また、

5 年間の死者、重傷者に限っては、歩行者 34 名、34.3％、二輪車が 33 名、

33.3％、自転車が 14 名、14.1％となっています。 

23年 24年 25年 26年 27年 計 割合
乗用車 1,041(2) 1,120(5) 876(2) 875(3) 792(0) 4,704(12) 41.7％(12.1％)
貨物車 185(1) 161(1) 170(1) 193(0) 138(3) 847(6) 7.5％(6.1％)
特殊車 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0.0％(0.0％)
二輪車 480(8) 385(12) 327(7) 303(5) 317(1) 1,812(33) 16.1％(33.3％)
自転車 647(6) 538(2) 493(1) 377(4) 388(1) 2,443(14) 21.7％(14.1％)
歩行者 332(6) 317(9) 272(7) 267(6) 266(4) 1,454(34) 12.9％(34.3％)
その他 1(0) 1(0) 3(0) 1(0) 4(0) 10(0) 0.1％(0.0％)
計 2,686(25) 2,522(29) 2,142(18) 2,016(18) 1,905(9) 11,271(99) 100％(100％)

当事者別死傷者数 

※( )内は当事者別死傷者及び重傷者数 

(警視庁交通部「東京の交通事故」より作成) 

高齢者の交通事故件数と割合 

(警視庁交通部「東京の交通事故」より作成) 
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ウ 自転車の交通事故 

自転車が第 1 当事者又は第２当事者として関与した事故（以下、「自転車

関連事故」といいます。）の発生件数は、平成 17 年には、1,140 件でしたが、

平成 27 年には、411 件に減少しました。 

しかし、自転車関連事故が全事故に占める割合（自転車関与率）は、平成

27 年中で 24.8％となっており、都内における 32.3％よりは低いものの全国

平均の 18.4％と比べると高くなっています。人口 1 万人当たりの年齢別自

転車事故件数では、高校生～19 歳、20 歳代の事故が多くなっています。 
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子どもの交通事故件数の推移 

(警視庁交通部「東京の交通事故」より作成) 

イ 子どもの交通事故 

  子ども(中学生以下)の交通事故は、平成 17 年には 319 件発生しましたが、

平成 26 年には 74 件と 1/4 以下にまで減少しました。しかし、平成 27 年は増加

に転じ、都内区市において 3 位の事故件数（87 件）となっています。また、平

成 28 年 2 月には都内で登下校中の小学生が連続して死亡する事故も発生してい

ます。事故の状態別では小学生低学年では歩行中、高学年から中学生にかけては

自転車乗車中の事故が多く発生しており、自転車ヘルメットの着用率についても

まだ、低い状況にあります。 

 少子化の進展のなかで、安心して子どもを産み育てる社会の実現のため、子ど

もを事故から守る必要性は、一層求められています。 




